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別 紙 

 

函館市根崎生活館管理業務仕様書 

 

 本仕様書は，函館市生活館条例で定める函館市根崎生活館（以下「生活館」とい

う。）の指定管理者募集要項と一体のものであり，施設の管理運営業務を行うにあた

り，標準的な条件を定めています。これを踏まえ，効果的・効率的な事業計画書・収

支予算書を作成し，提案してください。 

 

１ 指定管理者が行う業務の範囲及び具体的な内容 

（１）施設の維持管理業務に関すること 

施設内および敷地内の設備，環境が適正に維持されているかを確認するため，

施設内および敷地内を随時巡回するとともに施設内および敷地内の清潔と美観

の維持に努めるものとします。 

①  施設清掃およびごみ処理業務 

     ア 開館日は毎日，施設内の各部屋を清掃し，備品類を含め，常に整理整頓お 

よび清潔に保つこと。 

     イ 施設内および敷地内から排出される廃棄物は適正に処理すること。 

②  建築設備保守管理業務 

    ア 建築基準法（昭和２５年５月２４日法律第２０１号）第１２条に基づく建

築設備の保守点検を行い，設備の適正な管理を行うこと。 

③ 消防用設備保守管理業務 

      ア 消防法（昭和２３年７月２４日法律第１８６号）第１７条の３の３に基づ 

く消防用設備の保守点検を行い，設備の適正な管理を行うこと。 

    ④ 暖房器具・給湯設備の保守管理業務 

      ア 暖房器具および給湯設備は常に良好な状態に保つこと。 

    ⑤ 施設・設備の破損・汚損箇所の有無の点検および簡易修繕 

      ア 施設・設備の破損・汚損箇所の有無の点検を随時行うこと。 

      イ 点検により修繕が生じた場合，１件当たり５万円（消費税等を含む。以下 

同じ。）未満の小規模修繕は指定管理者が，５万円以上の修繕は市が行うも 

のとします。 

なお，５万円以上の修繕であっても，緊急やむを得ない場合などは，市と 

協議のうえ指定管理者の負担により実施することができるものとします。 

     ウ 指定管理者が修繕等を行う場合は，あらかじめ市の承認を得ること。ただ 

し，緊急の場合はこの限りではありません。 

     ⑥ 備品等の管理業務 

ア 消耗品や備品等については清潔を保持するとともに，児童の安全に配慮

し，故障や損傷および汚れがないよう常時留意すること。 

イ 市が備え付ける備品は，「備品・設備一覧表」のとおりです。 

市が貸与している備品が経年劣化により，管理業務実施の用に供すること

が出来なくなったとき，または新たに必要となった備品は，必要に応じて市

が購入または調達します。 

指定管理者が施設利用者のサービス向上を目的に，自らの費用で購入また

は調達した備品は，市と協議のうえ，管理業務の用に供することができ，当

該備品は指定管理者に帰属します。 
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また，備品の修繕に係る費用は，「リスク分担表」のとおり，１件当たり

１万円未満の備品については指定管理者が，１万円以上の備品については市

が負担し，指定管理者の責任により滅失しまたは毀損した備品の補充につい

ては指定管理者が負担することとし，いずれの備品においても市に帰属する

ものとします。 

なお，市の備品等の故障や破損等について発見した場合は，速やかに市に

報告するものとします。 

     ウ 「備品・設備一覧表」のうち，設備の経年劣化による更新に係る費用は，

「リスク分担表」の「施設・設備等の損傷」により，１件当たり５万円未満

の修繕または購入については指定管理者が，５万円以上の修繕または購入に

ついては市が負担し，指定管理者の責任により滅失しまたは毀損した設備の

修繕または購入については指定管理者が負担することとし，いずれの設備に

おいても市に帰属するものとします。 

     ⑦ その他施設の維持管理に必要な業務 

 

（２）設置の目的に資する事業の実施に関すること 

地域の児童の健全育成，子育て支援及び地域組織活動の育成助長等を行うこ

と。 

      また，現在実施している各種行事を踏まえ，魅力ある事業の実施に努めるこ

と。 

   ① 生活改善事業の開催 

ア 各種教室（洋裁，親子ふれあい体験）の開催 

② 児童生徒育成事業の開催 

ア 図書の閲覧，貸し出し 

イ 各種教室（書写，絵画，習字）の開催 

ウ 夏休み・冬休み特別教室（工作，折り紙，塗り絵，読書会，こども会，ク

リスマス会等）の開催 

③ その他の事業の開催 

ア 諸掲示物による啓発活動（学校・社会行事等） 

イ 児童用広報誌「生活館だより」の発行（毎月号，夏休み・冬休み号） 

 

（３）運営に関すること 

     ① 窓口業務 

      ア 窓口・電話等の対応業務。 

      イ 入退館の管理および利用者数の把握。 

     ② 利用の促進に関する業務 

      ア 広報・宣伝を適宜行うこと。 

        ・諸掲示物による啓発活動（学校・社会行事等） 

        ・児童用広報誌「生活館だより」の発行（毎月号，夏休み・冬休み号） 

      イ 利用者アンケートを実施すること。 

      ウ その他利用の促進を図るために必要な業務を実施すること。 

 

（４）利用および使用に関すること 

    ① 施設の利用 

     ア 児童が遊ぶ場および児童の居場所を提供する。 

     イ 利用者数の把握，入退館の管理等の業務を行う。 

    ② 施設の使用 
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      使用の許可・取り消し，使用料の徴収・減免等の業務を行う。 

     なお，使用料は条例に規定されているが，次に掲げる使用の場合について

は，使用料を減免することができます。 

     ａ）町会活動に使用する場合 

ｂ）農・漁業等の組合が使用する場合 

ｃ）公共団体が使用する場合 

ｄ）その他公益的な使用と認められる場合 

 

（５）公金収納受託者として指定管理者が行う業務に関すること 

    生活館の使用料の徴収・収納に係る業務について，別途委託契約を締結します。 

    なお，当該業務に係る経費は，当該施設の管理にかかる委託料に含みます。 

 

（６）その他の業務に関すること 

     ① 市に提出する書類の作成等庶務経理業務 

     ア 次年度の事業計画書および収支予算書等の作成に関する業務 

     イ 当該年度の事業報告書および収支決算書等の作成に関する業務 

     ウ 業務日誌の作成（毎日） 

     エ 翌月分の行事予定表等の作成に関する業務 

     オ 毎月の施設利用実績報告書等の作成に関する業務 

     カ 備品一覧表の更新に関する業務 

キ 利用者アンケート報告書の作成に関する業務 

     ク 市との連絡調整に関する業務 

     ケ 指定期間終了後にあたっての引き継ぎに関する業務 

     コ その他必要な書類の作成および報告に関する業務 

    ② 災害および事故発生時等の緊急時の対応 

     ア 利用者の事故防止のための業務 

     イ 災害および事故発生に備え，職員研修・訓練の実施に関する業務 

ウ 災害および事故発生時の避難誘導，被害拡大防止のための業務および市

を含めた関係機関への連絡調整等に関する業務 

    ③ 利用者および住民からの意見・要望等への対応 

利用者および地域住民からの意見・要望および苦情等に対しては適切に対応

し，必要に応じ，市に報告すること。 

     ④ その他必要な業務 

 

２ 従業員について 

   指定管理者は，労働基準法等関係法令を遵守し，業務形態にあった適正な人数

の従業員を配置するなど，効率的な運営に努めること。 

   また，職員の資質の向上を図るため，研修を実施するとともに，施設の管理運

営に必要な知識と技術の習得に努めること。 

 

（１） 従業員に変更があったときは，速やかに市に届け出ること。 

 

（２） 管理運営上において疑義が生じたときは，市と協議すること。 

 

（３） 指定管理者は，児童と接する業務に従事する職員について，こどもの安全

確保の観点から適格性の確認および必要な研修等を実施すること。 

     また，学校設置者等および民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等

の防止等のための措置に関する法律」（令和６年法律第６９号）（日本版ＤＢ
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Ｓ制度（令和８年１２月２５日施行予定）に関し，関係法令および国の指針

に基づき，施行日以降，必要な対応（性犯罪歴の確認，配置転換等）を適切

に実施すること。 

 

 

３ 業務実施に付随して指定管理者が行う事項 

   管理に関する協定を締結した者は，業務を円滑に行えるよう指定期間の開始日

前 

に準備を行い，函館市または前指定管理者から必要な引き継ぎを受けるものとし

ま 

す。なお，準備や引き継ぎに要した費用等は，指定管理者の負担とします。 


